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Ⅰ
 
はじめに
 
平成
16
年
3
月
10
日、警察当局による強制捜査により、本市において全国有数の産業廃棄物の大量不法投棄事案が発覚した。これを受けて、平成
16
年
5
月
27
日、岐阜市産業廃棄物不法投棄対策検討委員会（以下「検討委員会」という。）が設置され、今後の対策や現地の再生などについて、部会も含めて延べ
27
回にわたって会議を開催した。
 
検討にあたっては、市民の安全・安心の確保を第一に、まず、技術的見地から検討を加え、次いで、再発防止のための仕組みの確立、さらには費用対効果の最適性をいかに確保しながら実効性の高い対策を実施すべきかといったことを念頭に検討を行った。
 
その結果、当委員会としての検討内容をとりまとめたので、以下のとおり報告する。
   
Ⅱ
 
検討委員会の設置
 
１
 
検討委員会の設置
 
岐阜市北部において発生した産業廃棄物不法投棄事案について、支障の除去及び再生ビジョン等について検討するため、岐阜市は平成
16
年５月
27
日に、学識経験者、住民代表などの委員
17
名と、国及び県の担当部局の２名のオブザーバーで構成する「岐阜市産業廃棄物不法投棄対策検討委員会」を設置した。
(
資料
4) 
また、より専門的な事項について調査検討を行うため、委員会の下に再生ビジョン部会及び技術部会の２つの専門部会を設置した。
  
２
 
所掌事務
    
検討委員会における所掌事務は以下のとおりとされた。
(
資料
1) 
①
 
事案に係る調査に関すること。
 
②
 
事案に係る対応策に関すること。
 
③
 
その他、市長が必要と認める事項。
   
３
 
検討状況（資料３）
 
（１）
 
検討委員会
 
部会における検討内容を踏まえ、平成
16
年５月
27
日以降、７回にわたって会議を開催した。
 
主な検討事項は以下のとおりである。
 
○
 
検討事項
 
①
 
対策案のとりまとめ
 
再生ビジョン部会及び技術部会における検討内容を踏まえ、現地の再生も含めた恒久的な対策方針について検討する。
 
②
 
その他
   
上記のほかに、適宜必要な事項を検討する。
  
（２）
 
再生ビジョン部会
 
市民の安全と安心を確保することを目的として、再発防止の仕組みづくりと現地の廃棄物処理方策について検討するため、延べ
12
回にわたって会議を開催した。
 
なお、このうち８回は、市民と意見交換を行う市民勉強会として開催した。
 
当部会における主な検討事項は以下のとおりである。



  
○
 
検討事項
 
①
 
市民協働による不法投棄の再発防止について
 
今後の対策や再発防止の仕組みづくりなどについて市民の相互理解を深めつつ、市民との協働による取り組み方策を検討する。
 
②
 
現地の廃棄物処理方策について
 
委員会及び技術部会における対策方針の検討内容を踏まえ、現地の再生を含めた基本的な処理方策について検討する。
 
③
 
その他
 
上記のほかに、適宜必要な事項を検討する。
  
（３）
 
技術部会
 
調査内容や調査結果を踏まえた生活環境保全上の支障評価、さらにこれに基づく恒久的な対策案など以下の事項について、
9
回にわたって会議を開催した。
 
当部会における主な検討事項は以下のとおりである。
 
○
 
検討事項
 
①
 
緊急調査結果を踏まえた詳細調査方法の選定
 
平成
16
年
3
月の事案発覚後すぐに着手された緊急調査の実施状況を踏まえ、内容物の量や性状等を把握するための詳細調査について、必要な調査事項及びその内容を明らかにし、調査方法等を選定する。
 
②
 
調査結果に基づく生活環境への影響検討
 
緊急調査及び詳細調査結果に基づき、廃棄物の有害性等を評価するとともに、周辺地域の生活環境への影響について検討する。
 
③
 
今後の対策方針案のとりまとめ
 
調査データに基づく生活環境への影響を踏まえ、将来的な対策方針案について、課題等を明確にした上でとりまとめる。
 
④
 
その他
 
上記のほかに、現場の状況等に応じて、適宜必要な対策等を検討する。
   
Ⅲ
 
技術部会における検討
 
安全・安心の確立や今後の対策方針を考えるにあたっては、詳細調査結果に対する科学的な分析・評価に基づき、まず技術的見地から客観的に検討する必要がある。そのため、検討委員会では、技術部会における検討を優先し、先行させることとした。
 
９回にわたる会議の結果、
12
月
21
日の第５回検討委員会において、技術部会から部会検討結果をまとめた報告書が提出され、承認された。
 
以下にその概要を記す。
  
Ⅲ－１
 
各種調査の実施及び結果概要
 
事案発覚後すぐに着手された緊急調査結果を踏まえ、今後の対策検討の基礎となる廃棄物の内容物や性状等に係る調査事項や方法等について、技術部会において検討を行い、詳細調査を実施した。
 
緊急調査及び詳細調査の概要は、以下のとおりである。
   
１
 
場
 
内
   
①
 
廃棄物把握調査



  
【調査目的】
 
埋められた廃棄物の内容物と基盤岩の構造を把握し、廃棄物の量を推定する。
 
【調査方法】
 30
メートルメッシュ（特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第３条第１項の規定に基づく基本的な方針に準拠）によるボーリング調査（緊急調査
5
地点（うち廃棄物１、地下水４）、詳細調査
61
地点）及びバックホウによる掘削調査（
30
地点）と、これを補完する高密度電気探査を行う。また、場内踏査、測量、資料収集により現況の地形・地質状況を確認する。
 
【結果概要】
 
ア
 
廃棄物の性状
 
埋められた廃棄物は、土砂、コンクリートガラ、木くずが主体であり、そのほとんどが建設系の混合廃棄物であった。現場最上部では木くず類、中段部ではコンクリートガラが多く確認され、低地部では陶器・石・コンクリートガラを主体にスポット的に木くずが確認された。
 
イ
 
廃棄物の量
  
廃棄物の量は、
75.3
万ｍ
3
（混合物
60.5
万ｍ
3
、コンクリートガラ
14.8
万ｍ
3
）と推定される。
 
ウ
 
廃棄物の重量別組成
 
廃棄物の重量別組成は、土砂類
37.2
％、陶磁器・石・コンクリートガラ
29.9
％、木くず
21.4
％、プラスチック類
6.6
％、金属類
1.9
％、紙
1.6
％、布
1.0
％、ガラス類
0.4
％であった。
 
エ
 
地形状況
 2
ｍから
40
ｍ程度の高さ、
45
°以上の勾配で山の地形が切土され、最上部東西の境界面では切土斜面の崩落が確認された。
 
旧の沢筋は、
40
°前後の斜面勾配で廃棄物により埋められている。雨水の流下に伴い斜面浸食が進み、溝状になっている部分が確認された。
 
オ
 
地質状況
 
基盤岩は中生代の付加体地質であり、岩種は砂岩、頁岩等である。ルジオン試験、基盤岩の露頭及びコア試料観察の結果から、基盤岩は亀裂の多い状態であることが推察される。
 
カ
 
表流水
 
表流水の経路としては、最奥部の上流沢に流入する経路、場内道路沿いに流れ調整池に流入する経路及び東西の沢に流入する経路の４本が確認された。
 
キ
 
地下水
 
低地部平坦面で地下水を確認した。この地下水は、基盤岩の上部に帯水し、焼却炉付近より扇状に分布すると推察される。
  
②
 
有害物質把握調査
 
【調査目的】
 
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法に基づく有害産業廃棄物の有無及び廃棄物による土壌汚染の有無を把握する。
 
【調査方法】
 
有害物質の有無を把握するためのボーリング調査により得られたコア試料から有害物質の分析を行う。また、アスベスト及び燃え殻の有無について視認し、必要に応じて分析を行う。
 
【結果概要】
 
ア
 
重金属等



  
・ボーリングした全地点のうち、廃棄物の混入割合が特に高いと推定された最上部の廃棄物層を対象に、
11
地点・
44
試料について廃棄物溶出量試験を行った結果、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第１に規定する基準（以下「有害産業廃棄物判定基準」という。）に適合しており、有害産業廃棄物に該当するものは確認されなかった。
 
・廃棄物層に含まれる土砂を対象とし、
5
地点・
18
試料について溶出量試験と含有量試験を行った。前者の結果は環境基本法第
16
条に基づき定められた「土壌の汚染に係る環境基準について」（以下「土壌環境基準」という。）に適合したが、後者の結果、２試料について鉛が土壌汚染対策法施行規則別表第３に規定する基準（以下「土壌含有量基準」という。）を超過した
(
基準
150mg/kg
に対し
160mg/kg
→
b-17
地点
:GL-15.00m
～
19.00m
、
b-24
地点
:GL-25.60m
～
32.10m
）。
 
・廃棄物層間に盛土として用いられた土砂を対象とし、
11
地点・
39
試料について溶出量試験と含有量試験を行った。前者の結果は土壌環境基準に適合したが、後者の結果、１試料について鉛が土壌含有量基準を超過した
(
基準
150mg/kg
に対し
180mg/kg
→ｂ
-01
地点
:GL-39.00m
～
39.30m)
。
 
・地山と判断される
15
地点・
15
試料について、溶出量試験と含有量試験を行った結果、いずれも基準に適合した。
 
イ
 
第
1
種特定有害物質
 
コア試料全てについて現地簡易溶出量試験（
PID
）を行い、必要に応じて公定分析を行った結果、廃棄物については有害産業廃棄物判定基準に、土砂については土壌環境基準に適合した。
 
ウ
 
アスベスト
 
コア試料とバックホウ掘削による試料の全てから視認されたアスベスト様の
31
試料について、定性・定量分析と比重測定を行った結果、含有量の低いものを含め
15
試料（うち１試料は含有量１
%
未満）が非飛散性アスベストに分類されるアスベスト成形板の破片であると確認された（全て比重
0.5
以上）。
 
エ
 
ダイオキシン類
 
・表層を対象とし、土砂６試料、燃え殻
1
試料、灰置き場の灰
1
試料について公定分析を行った結果、土砂はダイオキシン類対策特別措置法第７条に基づいて定められた「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（以下「ダイオキシン類環境基
準」という。）に、燃え殻と灰は有害産業廃棄物判定基準に適合した。
 
・コア試料とバックホウ掘削による試料を対象とし、燃え殻の多く確認された部位の土砂９試料、燃え殻
15
試料について公定分析を行った結果、土砂はダイオキシン類土壌環境基準に、燃え殻は有害産業廃棄物判定基準に適合した。また、緊急調査時のボーリング調査によるコア試料の廃棄物層５試料について行った結果も同様に適合した。
 
・最上部を
12
ブロックに区分して廃棄物層
12
試料について、コプラナ
-PCB
を主成分とするダイオキシン類調査を行った結果、ダイオキシン類環境基準に適合した。
    
オ
 
その他
     
・基盤岩バックグラウンド調査として、場内で確認できる細粒砂岩、砂岩、塊状砂岩、砂岩泥岩の互層及び断層粘土の
5
試料について、溶出量試験と含有量試験を行った。前者の結果、断層粘土で鉛が検出されたが土壌環境基準に適合した。それ以外では重金属等の溶出は確認されなかった。また、後者の結果、重金属等の含有量は、アの地山と判断される
15
試料の結果と同程度であり、土壌含有量基準に適合した。
 
・最上部の廃棄物
32
試料について、イオン分析を行った結果、硫酸イオンの由来は石膏ボードであると推察される。
    
カ
 
土壌汚染対策法に基づく調査



  
・廃棄物を土壌環境基準及び土壌含有量基準により評価することとし、最上部を
8
ブロックと深度エリアに区分して廃棄物層の
32
試料について溶出量試験と含有量試験を行った。
 
・溶出量試験の結果、一部のエリアで六価クロムが検出され、土壌環境基準を超過した。
(
基準
0.05mg/L
に対して
0.09 mg/L) 
→
b-24
地点
:GL-21.6m
～
31.2m 
コンクリートガラ主体部から検出された。
 
・含有量試験の結果、一部のエリアで鉛が検出され、土壌含有量基準を超過した。
(
基準
150mg/kg
に対し
190 mg/kg
・
560mg/kg) 
→
 
組成が雑多である混合物層から検出された。
 
・土壌含有量基準を超過したエリアを対象にボーリング毎の鉛含有量を分析した結果、
b-42
地点
:GL-2.5m
～
8.1m
、
10.0m
～
11.6m
において
2000mg/kg
を検出した。
b-45
地点
: GL-0.8m
～
2.6m
、
3.4m
～
10.8m
において
420mg/kg 
を検出した。
  
③
 
水質調査
 
【調査目的】
 
場内の水質調査を実施し、廃棄物から周辺水系への影響を把握する。
 
【調査方法】
 
廃棄物層内に流入している上流沢水及びプラント裏湧水について、トレーサー調査と水質分析を行い、流量・電気伝導率について連続観測を行う。地下水（２箇所）について水質分析と電気伝導率の連続観測を、法面からの浸出水について水質分析を行う。
 
【結果概要】
 
ア
 
上流沢水及びプラント裏湧水
  
・上流沢水について水質分析（詳細調査３回）を行い、モニタリングを継続しているが、ほとんどの項目で定量下限値未満であり、環境基本法第
16
条に基づき定められた「水質汚濁に係る環境基準について」（以下「水質汚濁環境基準」という。）に適合している。
 
・プラント裏湧水について水質分析（緊急調査１回、詳細調査３回）を行い、モニタリングを継続しているが、砒素等が検出されたことはあるものの、比較参考とした水質汚濁防止法第３条第１項の排水基準（以下「排水基準」という。）に適合している。
 
なお、ＣＯＤ、窒素が高く、廃棄物が原因と思われる有機物等の影響が認められた。
     
・食塩水を上流沢水に投入し、プラント裏湧水地点でその到達時間と電気伝導率を確認したところ、平均流速は
16mm/
秒、塩分の平均流下量は投入量に対して
55
％程度であり、複雑な経路により流下していると推察される。
 
イ
 
地下水
 
水質分析（緊急調査１回、詳細調査３回）を行い、モニタリングを継続しているが、砒素・鉛が検出されたものの、環境基本法第
16
条の規定に基づき定められた「地下水の水質汚濁防止に係る環境基準について」（以下「地下水環境基準」という。）に適合している。
 
ウ
 
浸出水
 
水質分析
(
詳細調査２回
)
を行い、砒素等が検出されたものの、比較参考とした排水基準に適合した。
 
なお、ＣＯＤ、窒素が高く、廃棄物が原因と思われる有機物等の影響が認められた。
  
④
 
環境保全調査
 
【調査目的】
 
周辺環境と作業環境への影響を把握するため、廃棄物層内部と表層部におけるガスの発生状況を確認する。



  
【調査方法】
 
廃棄物層内部におけるガスの調査（以下「内部ガス調査」という。）は、廃棄物層内部を対象にガス濃度の測定を行う。表層部におけるガスの調査（以下「発生ガス調査」という。）は、覆土掘削により発生するガス濃度の測定を行う。また、場内大気モニタリン
グ調査を行う。
 
なお、敷地境界と自主撤去作業を行っている区域で、硫化水素、メタン、アスベストについてガス濃度モニタリングを継続中である。
 
【結果概要】
 
・ボーリングにより設置した観測孔
15
箇所（緊急調査時のボーリング孔
1
箇所を含む。）において内部ガス調査を行った結果、メタンと硫化水素が検出され、メタンと硫化水素の濃度が最も高い箇所は
b-43
地点（メタン
40
％・硫化水素
6400ppm
）であったが、廃棄物の内容物とガス濃度に明確な相関は認められない。
 
・最上部の覆土下
10
箇所において発生ガス調査を行った結果、メタンと硫化水素が検出され、メタンの濃度が最も高い箇所は
bk-28
、
bk-38
地点（
47
％）であり、硫化水素の濃度が最も高い箇所は
bk-30
地点（
15000ppm
）であったが、廃棄物の内容物とガス濃度に明確な相関は認められない。
    
・最上部と焼却炉横において大気モニタリング調査を行った結果、ダイオキシン類を含む
5
項目について環境基本法第
16
条に基づき定められた「大気の汚染に係る環境基準について」（以下「大気環境基準」という。）及びダイオキシン類環境基準に適合した。メタンについては一般大気の濃度に比較してこれを上回る値が観測された。
    
・ガス濃度モニタリングについては、敷地境界と自主撤去作業を行っている区域において、硫化水素、メタン、アスベストいずれも検出限界以下となっている。
   
２
 
場
 
外
 
①
 
河川・排水・地下水調査
 
【調査目的】
 
現場周辺への影響を把握するため水質調査を行う。
 
【調査方法】
 
現場周辺を流れる原川、現場からの排水及び地下水を対象とし、環境項目（水質汚濁環境基準別表１の項目をいう。）と監視項目（環境項目以外の項目をいう。）についてモニタリング調査を行う。
 
【結果概要】
 
ア
 
河川
 
緊急調査の際、原川の現場上流１箇所と下流２箇所で２回、原川と鳥羽川の合流部１箇所で
1
回行い、また、詳細調査においては、原川の現場上流２箇所及び下流１箇所並びに周辺湧水３箇所で
13
回行い、モニタリングを継続しているが、環境項目及び監視項目ともに水質汚濁環境基準に適合している。
 
なお、原川の鉛については、濁水時に調査した結果、現場上流が
0.006
～
0.036mg/L
、下流が
0.012
～
0.018mg/L
で、濁水の
SS
（浮遊物質量）に含まれるものであった。
 
イ
 
排水
 
緊急調査の際、現場から原川へ排水される２箇所で２回行い、また、詳細調査において同じ箇所で
13
回行い、モニタリングを継続しているが、イオン濃度等から雨水が廃棄物層を通過した影響が認められるものの、環境項目及び監視項目ともに比較参考とした排水基準に適合している。
 
ウ
 
地下水
 
緊急調査の際、周辺の一般井戸
10



  
た観測用の井戸
2
箇所で
13
回、周辺の一般井戸
2
箇所で
1
回行い、モニタリングを継続しているが、環境項目及び監視項目ともに地下水環境基準に適合している。
  
②
 
地下水連続観測
 
【調査目的】
 
地下水観測用の井戸において、水質の変動を把握する。
 
【調査方法】
 
現場下流において設置した観測用の井戸２箇所内に自記水位計と自記電気伝導率・水温計を設置し、
1
時間間隔で連続観測を行う。現在、モニタリングを継続している。
 
【結果概要】
 
地下水位及び電気伝導率ともに降雨による変動が確認されている。降雨時に電気伝導率の値が一時的に低下する傾向がある。全体的に電気伝導率の増加傾向は確認されていない。
  
③
 
土壌調査・河川底質調査
 
【調査目的】
 
現場周辺の土壌と原川の河川底質について、長期にかけて蓄積される汚染物質の把握を行う。
 
【調査方法】
 
現場周辺の土壌と原川の河川底質について、含有量試験と溶出量試験を行う。
 
【結果概要】
 
ア
 
土壌
 
緊急調査の際、周辺の民地５箇所で１回、周辺の水田６箇所で１回行い、また、詳細調査においては、現場敷地境界付近と周辺の民地の
2
箇所において１回行い、モニタリングを継続しているが、全ての項目で土壌含有量基準及び土壌環境基準に適合している。
 
イ
 
河川底質
 
緊急調査の際、現場上流１箇所と下流２箇所で１回行い、また、詳細調査においては、現場上流と下流の
2
箇所で１回行い、モニタリングを継続しているが、全ての項目で比較参考とした土壌含有量基準及び土壌環境基準に適合している。
  
④
 
悪臭・大気調査
 
【調査目的】
 
現況での悪臭・大気観測を実施して、現場からの影響を把握する。
 
【調査方法】
 
緊急調査の際、敷地境界２箇所と周辺の民地１箇所で１回行い、また、詳細調査においては敷地境界と周辺の民地の
2
箇所で調査を１回行う。現在、モニタリングを継続している。
 
【結果概要】
 
・二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素は大気環境基準に、ダイオキシン類はダイオキシン類環境基準にそれぞれ適合しており、周辺監視測定局と比べても数値に差異は認められない。
 
・悪臭防止法第２条第１項の特定悪臭物質、
22
項目ついては、全て同法第４条第１項第１号の規制基準に適合している。



  
⑤
 
米の調査
 
【調査目的】
 
現場周辺の米への影響を把握する。
 
【調査方法】
 
現場周辺３箇所で収穫された玄米についてカドミウム及び鉛の含有調査を行うとともに、バックグラウンドとして他地区３箇所で収穫された玄米との比較を行う。
 
【結果概要】
 
・現場周辺で収穫された玄米について、カドミウムは食品衛生法に定める基準に適合した。また、鉛については、すべて定量下限値未満であった。
 
・カドミウムについては、他地区で収穫された玄米の結果と比較したが、大きな差異は認められなかった。また、農林水産省が全国で行った調査の結果と比較しても平均的なものであった。
  
Ⅲ－２
 
生活環境への影響
 
今後の対策を検討するにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）上、埋立廃棄物に起因する生活環境保全上の支障、又は生じるおそれがあることを明らかにする必要がある。
  
このため、詳細調査結果を踏まえ、第７回及び第８回技術部会において、支障のおそれの内容と生活環境の保全上達成すべき目標について、事務局案に基づき技術的・科学的見地から検討を行い、その結果、以下のような結論に至った。
 
詳細調査の結果、廃棄物層の一部で六価クロムが土壌環境基準を、鉛が土壌含有量基準をそれぞれ超過していたが、全体としては有害物質によるリスクは小さいと判断できる。また、周辺部におけるモニタリング調査では、廃棄物層由来と考えられる有機物及びイオン類の影響が
地下水及び河川水に認められたものの、大気、地下水、河川、土壌等の周辺環境への有害物質による汚染は認められていない。
 
従って、技術部会では、現時点において生活環境の保全上の支障が生じているとは認められないものの、下表に示す事項について、将来支障を生じるおそれが全くないとは言えないとした
(
表１
)
。
 
（表
1 
支障のおそれ）
   
Ⅲ－３
 
対策方針
 
恒久対策の方針としては、「残置」、「一部撤去」、「全量撤去」の３つのパターンが考えられる。従って、技術部会では、これら３方針について等しく比較検討する必要があるとの判断のもと、事務局から提示された「残置案」、「一部撤去第１～第３案」
及び「全量撤去案」の計５案について検討を行った。
 
各案の検討にあたっては、それぞれの案に基づき対策を施した場合の現場の状況を踏まえ、生活環境に対するリスクの均等化を図ることを前提とし、各対策方針案について科学的・技術的な見地から課題支障のおそれ
 
生活環境の保全上達成すべき目標
 
①
 
廃棄物の飛散
 
法面崩落防止
 
②
 
地下水の汚染
 
法面崩落防止、雨水浸透防止、地下水浸透防止、沢水浸透防止
 
③
 
河川の汚染
 
法面崩落防止、雨水浸透防止、沢水浸透防止
 
④
 
火災・悪臭等の発生
 
発生ガス抑制
 
⑤
 
河川の溢水
 
流出水量の調整



  
の洗い出しを行うこととした。その中で提起された今後の対策方針等に係る意見は、表２のとおりである（現在対策がとられているものも含む。）。
   
撤去対象
 
●撤去対象
 
・急勾配斜面整形時に掘り起こした廃棄物をそのまま別の場所へ流用するのは安定化の面から問題がある。廃棄物を選別して流用する必要がある。
 
・市焼却施設を活用することにより処理コストを軽減できるのではないか。
 
・土壌汚染対策法による結果からは残置で良いと思われるが、有機物が残されないことが条件となる。したがって、木くず等の有機物は撤去すべきである。また、廃プラスチック、金属類についても撤去の対象として検討の余地がある。
 
・土壌含有量基準を超過した鉛の分布について詳細分析が必要である。
 
・生活の安全・安心を考慮し、浸出水をキャッピングで削減することにより、構造的対応を除けば残置で対応が可能である。土壌含有量基準を大きく超過する（鉛）部分は範囲を推定し、この部分を撤去する。また、構造的安定性から必要部分を掘削除去し、法面と頂部をキャッ
ピングすなわち雨水浸透を防止し、水質汚染を可能な限り削減する。水処理はしない。
 
●その他
 
・廃棄物の選別撤去を行うに当たっては、選別を現場で行わない全量撤去案よりも一部撤去案
(
選別を現場で行う）の２案・３案の方が時間がかかる。
 
・残置の場合、他案に比べて特に「景観を損ねる」支障が除去されないことが問題となる。
 
・廃プラスチックの処理コストは高いので、可燃物として低費用での処理方法を検討する必要がある。
 
・選別ヤードは周辺環境、作業環境の保全及び費用の算定が必要である。
 
・掘削時には、アスベストのモニタリングが必要である。
 
・飛散性アスベストが見つかれば撤去時には対策が必要である。
 
法面崩落防止
 
●急勾配斜面対策
 
・斜面崩落防止のため、構造的安定性から必要部分を掘削除去する。
  
・最上部から南面沢への雨水等流入による崩落及び急勾配法面への降雨による崩落のおそれがあり、水路等による排水対策が必要である。
  
雨水浸透防止
 
●キャッピング
 
・土壌汚染対策法の封じ込めという考え方を当てはめれば、全面的にキャッピングを行なう方法となる。
 
・法面と頂部をキャッピングし、地下水等の水質汚染を可能な限り削減する。
  
・廃棄物処理法上の考え方に立てば、封じ込め処理は腐敗しない廃棄物のみである。
  
・キャッピングにより廃棄物の溶出が起きにくくなり、維持管理期間が長くなる可能性がある。
  
・廃棄物の反応を促進するため廃棄物層に積極的に水を注入し、短期・集中的に水処理を行なう考え方もある。
  
地下水汚染防止
 
河川汚染防止
 
●水処理施設
 
・都市部では土壌汚染対策で処理水を公共下水道へ排水している事例もある。この場合、水処理施設は不要となり、代替案として検討の余地がある。
  
・雨水浸透をキャッピングにより防止することで浸透水流出を極力削減し、水処理施設は設けない。
  
・全面キャッピングすることで、処理水量は非常に限られた量となる。
  
・全面キャッピングは廃棄物の溶出を起こしにくくするが、長期にわたって原因物質が残存することになる。廃棄物が残存することでリスクが残る。水処理施設は必要である。
  
・水処理施設について、一部撤去の１案は必要、同３案は不要と考えられるが、同２案については残すものによって不要とは言い切れない。
  
・掘削撤去時には汚濁成分の溶出量が多くなる。よって撤去中は仮設ではなく本格的な水処理施設が必要である。
  
・残置する場合の水処理施設の維持管理期間は、数十年（
30
年程度）と考えられる。
  
・水処理施設を設置するのであれば、維持管理期間を
100
年程度のスケールで考えた方が安全である。
 
・水処理施設を設置した場合、水質が基準以下になっても中止する時期の判断が難しく、費用負担が大きくなることが予想される。
  
・処理水（放流水）の水質目標値により水処理方法が変わってくる。
  
・沈砂池を作り、浮遊粒子状物質を取り除けば、水処理施設の負担は軽減される可能性がある。また、原水が排水基準を下回っていれば、水処理施設を通すことなく放流できる。
  
・水処理施設は、廃棄物処理法や排水基準とも適用されないが、排水基準相当の管理は当然必要である。



  
●鉛直遮水壁等
 
・基盤岩のルジオン値や亀裂の存在から、遮水壁を設置する場合は、地下浸透のおそれに対して十分な検討が必要となる。
  
・断層が遮水層となり地下水流動が規制される場合もある。地下水流のモデリングが必要である。
  
●モニタリング他
 
・支障のおそれの程度により対策のレベルが変わってくる。例えば、当面様子をみるためモニタリングで対応することも一つの対策である。
 
・土壌汚染対策法の結果から六価クロム等が溶出しているので、キャッピングのない一部撤去の２案・３案は工事後のモニタリングが必要である。
 
・平成
10
年以降の処分場のモニタリング期間は
10
年、それより前のものは
30
年は見込んでおく必要がある。
  
沢水浸透防止
 
・沢水を極力自然水のまま河川に排水するため雨水路の確保は必要である。
  
発生ガス抑制
 
・ガス吸引による発生ガス対策は深度を考慮すると効果は低い。また、火種が残っていることもあり空気を入れるのは火災のおそれがある。
 
流出水量の調整
 
●調整池
 
・当現場は当初の開発面積から広がっており、既存の調整池は現状の開発面積に対して十分な容量を持っていないと考えられる。
 
そ
 
の
 
他
 
●内部発熱
 
・空気の供給源を断つことが重要である。覆土案も有効な対策であり法面は吹き付け等により空気の供給を断つ必要がある。
 
・斜面部に覆土の代替案として、通気性の防水シートを張る方法もある。
 
・含水状態の高い覆土により通気性は下がる。
 
・水注入が効果的である。但し、この場合は、排水処理施設が必要になると思われる。
 
●想定外物質
 
・燃え殻、飛散性アスベストなどの想定外廃棄物が万一発見された場合は、適正に処理する必要がある。
 
・例えば血液の付着した医療系廃棄物であっても、長期間自然界にあることで病原性が残っているとは考えられない。但し、作業安全上のメカニカルハザードの防止は考慮する必要がある。
 
（表２
 
対策方針に係る委員意見）
  
上記の意見を踏まえて、技術部会としては最終的に対策案ごとに以下のような対策概要をとりまとめた。
  
【対策案に係る対策概要】
 
対
 
策
 
案
 
対
 
策
 
概
 
要
  
①
 
法面崩落防止
 
・安定勾配整形
 
・雨水排水路設置
 
全面シートキャッピングする場合
 
全面シートキャッピングしない場合
 
②
 
雨水浸透防止
 
・雨水排水路設置
 
・覆土の実施
 
・雨水排水路設置
 
・覆土の実施
 
③
 
地下水汚染防止
 
・水処理なし
 
・水処理の実施
 
※公共下水道による処理も検討する
 
④
 
沢水浸透防止
 
沢水水路、雨水排水路の設置
 
⑤
 
発生ガス抑制
 
ガス抜き管設置
 
⑥
 
流出水量調整
 
防災調整池整備
 
残
 
置
 
案
 
（法面対策に伴う部分を掘削）
     
○
 
埋戻し・残置物
  
木くず、紙、布、
Ìß×½Á¯¸
、
¶Þ×½
・陶磁器類、金属類、
ºÝ¸Ø°Ä
、土砂
 
⑦
 
その他
 
・モニタリング実施
 
・焼却炉等撤去
 
【今後の課題】
 
・地下水汚染防止策の効果的、効率的な計画検討
 
・鉛直遮水壁の設置位置（今後の調査を含む）
 
・基盤岩の不透水性の確認
 
・水処理施設の必要性及び仕様（処理水質、処理工程）
 
・対策後も施設の維持管理とモニタリングが長期間必要
 
・ガス抜き管の適正配置
 
・対策後もガスの発生が継続
 
・残置廃棄物の分解等による整形後の沈下
 
・善商関係以外の土地に大量の産業廃棄物が残る
 
・廃棄物が大量に残り景観上に問題



    
①
 
法面崩落防止
 
・安定勾配整形
 
・雨水排水路設置
 
全面シートキャッピングする場合
 
全面シートキャッピングしない場合
 
②
 
雨水浸透防止
 
・雨水排水路設置
 
・覆土の実施
 
・雨水排水路設置
 
・覆土の実施
 
③
 
地下水汚染防止
 
・水処理なし
  
・水処理の実施
 
※公共下水道による処理も検討する
 
④
 
沢水浸透防止
 
沢水水路、雨水排水路の設置
 
⑤
 
発生ガス抑制
 
ガス抜き管設置
 
⑥
 
流出水量調整
 
防災調整池整備
 
一部撤去１案
 
（法面対策に伴う部分を掘削・選別し、木くず、紙、布を撤去）
    
○埋戻し・残置物
  
木くず、紙、布、
Ìß×½Á¯¸
、
¶Þ×½
・陶磁器類、金属類、
ºÝ¸Ø°Ä
、土砂
 
⑦
 
その他
 
・モニタリング実施
 
・焼却炉等撤去
 
【今後の課題】
 
・地下水汚染防止策の効果的、効率的な計画検討
 
・鉛直遮水壁の設置位置（今後の調査を含む）
 
・基盤岩の不透水性の確認
 
・水処理施設の必要性及び仕様（処理水質、処理工程）
 
・対策後も施設の維持管理とモニタリングが長期間必要
 
・ガス抜き管の適正配置
 
・対策後もガスの発生が継続
 
・残置廃棄物の分解等による整形後の沈下
 
・撤去量によっては、善商関係以外の土地に大量の産業廃棄物が残る
 
・産業廃棄物の撤去量によっては景観上に問題
  
①
 
法面崩落防止
 
・安定勾配整形
 
・雨水排水路設置
 
②
 
雨水浸透防止
 
・雨水排水路設置
 
・覆土の実施
 
③
 
地下水汚染防止
 
なし
 
④
 
沢水浸透防止
 
沢水水路、雨水排水路の設置
 
⑤
 
発生ガス抑制
 
なし
 
⑥
 
流出水量調整
 
防災調整池整備
 
一部撤去２案
 
（混合物層を掘削
¥
選別し、木くず、紙、布を撤去）
   
○埋戻し・残置物
  Ìß×½Á¯¸
、
¶Þ×½
・陶磁器類、金属類、
ºÝ¸Ø°Ä
、土砂
 
⑦
 
その他
 
焼却炉等撤去
 
【今後の課題】
 
・掘削撤去時の法面処理（長大切土法面）
 
・撤去した埋立物の仮置場所の確保
 
・廃棄物の処理処分先の確保
 
・高額な対策費用
 
・長期に渡る作業中の車両による騒音、振動、粉じん等への
 
対策
 
・
Ìß×½Á¯¸
類の埋め戻しによる整形後の沈下
  
①
 
法面崩落防止
 
・安定勾配整形
 
・雨水排水路設置
 
②
 
雨水浸透防止
 
・雨水排水路設置
 
・覆土の実施
 
③
 
地下水汚染防止
 
なし
 
④
 
沢水浸透防止
 
沢水水路、雨水排水路の設置
 
⑤
 
発生ガス抑制
 
なし
 
⑥
 
流出水量調整
 
防災調整池整備
 
一部撤去３案
 
（混合物層を掘削
¥
選別し、土砂・
ºÝ¸Ø°Ä
以外を撤去）
    
○埋戻し・残置物
  ºÝ¸Ø°Ä
、土砂
 
⑦
 
その他
 
焼却炉等撤去
 
【今後の課題】
 
・掘削撤去時の法面処理（長大切土法面）
 
・撤去した埋立物の仮置場所の確保
 
・廃棄物の処理処分先の確保
 
・高額な対策費用
 
・長期に渡る作業中の車両による騒音、振動、粉じん等への
 
対策



    
①
 
法面崩落防止
 
・安定勾配整形
 
・雨水排水路設置
 
②
 
雨水浸透防止
 
雨水排水路設置
 
③
 
地下水汚染防止
 
なし
 
④
 
沢水浸透防止
 
沢水水路、雨水排水路の設置
 
⑤
 
発生ガス抑制
 
なし
 
⑥
 
流出水量調整
 
防災調整池整備
 
全量撤去案
 
（廃棄物層を掘削し、土砂以外を選別・撤去）
    
○埋戻し・残置物
  
土砂
 
⑦
 
その他
 
焼却炉等撤去
 
【今後の課題】
 
・掘削撤去時の法面処理（長大切土法面）
 
・撤去した埋立物の仮置場所の確保
 
・他案に比して廃棄物の処理処分先の確保が難しい
 
・他案に比してより高額な対策費用を要する
 
・長期に渡る作業中の車両による騒音、振動、粉じん等への
 
対策
  
その他全案に係る事項
 
・作業時の雨水の適切な処理（掘削による水質悪化等）
 
・廃棄物掘削時の周辺及び作業環境対策（ガス、火災等、
±½ÍÞ½Ä
等）
 
・想定外廃棄物（燃え殻等）の対応
 
・市焼却施設等の利用検討
 
・内部発熱部への水の注入及び排水対応
   
Ⅲ－４
 
応急的対策
 
対策方針の検討過程においては、委員による現場視察や各種調査データを踏まえて、恒久対策を実施するまでの間における当面の応急的対策の必要性の有無についても検討を行った。
 
その結果、埋設された廃棄物の最上部北側部分の一部が沢側へ傾斜している箇所が見られることから、沢水汚染防止対策を講じる必要があるとの結論に至り、以下のような対応をすでに実施した。
(
表３
) 
指
 
摘
 
事
 
項
 
対
 
応
 
状
 
況
 
最上部の勾配整形
 
（沢側への表面水流入防止）
  
善商に指示し、最上部の凹部に土砂を盛らせ、今後の自主撤去作業に伴う掘削にあたっては、傾斜を考慮し実施するよう指導
 
（表３
 
第７回技術部会指摘事項とその後の対応状況）
  
Ⅲ－５
 
その他
 
上記以外に、検討の過程では現場の状況等から新たに対応の検討を要する事項や、追加調査により新たに判明したデータ等についても随時検討を行った。
 
そのうち、廃棄物層内部における発熱が確認されている点については、現時点で周辺部へ延焼する等の影響を及ぼすことは考えられないものの、今後恒久対策を実施するにあたって、それとあわせた対応が不可避と考えられる。
 
また、燃え殻や飛散性アスベストなどの想定外廃棄物については、対策の実施過程等で万一発見された場合には、関係法令に基づき、可及的速やかに適切な対応をとることを要する。
 
今後、恒久対策の実施設計段階では、これらの事項も視野に入れて、弾力的な計画とすることも必要である。



  
Ⅲ－６
 
今後の処理にあたっての留意事項
 
部会では、調査結果に基づき、生活環境へのリスクをほぼ均等なレベルとすることを念頭に、科学的・技術的見地から検討を行ってきた。現在も継続して実施されているモニタリング調査の結果からも、現時点において生活環境の保全上の支障が生じているとは認めらない。一方
、法面崩落や内部発熱など、将来、生活環境の保全上の支障が生じるおそれが全くないとは言えないが、残置、一部撤去、全量撤去のいずれの案を採用しても、必要な対策を施すことにより、環境基準など法律に基づく各種の基準を達成でき、生活環境の安全は確保できると考える
。
 
最後に、これまでの検討を通じて、今後、対策内容を決定するうえで技術的見地から留意すべきと思われる事項について、以下のとおり付記する。
  
Ⅳ
 
再生ビジョン部会における検討
 
調査結果に基づく技術部会における検討内容も踏まえつつ、恒久的な対策実施後の現地の再生をいかに図るべきかを念頭に、さらに事案の解決に向けた市民協同による取り組み方策を検討した。
 
さらに、産業廃棄物行政全般の課題や今後の方策などについて、広く市民の相互理解を図るため、市民と委員とが自由に意見交換を行う市民勉強会を開催した。勉強会では、市民が自主的に参加し、処理方法、市民生活のあり方や産廃行政の課題など、多岐に亘って活発に意見交
換が行われた。
  
その過程で出された主なものは概ね以下のとおりである。（意見全般の詳細については資料５－２参照）
  
Ⅳ－１
 
再発防止の仕組みづくりについて
 
○
 
全体的な問題は国レベルの問題であり、そのレベルでごみを出させない仕組みづくりが必要。
(
第３回勉強会
) 
○
 
市民参加による協働組織を立ち上げることで抑止効果も期待できるのではないか。（第３回勉強会）
 
○
 
意識啓発や効率的なリサイクルシステムなど、循環型のシステムに転換すべき。
(
第３回勉強会
) 
○
 
私案にあるような市民参加による協働組織の設置は、市民への啓発や情報提供を進める上で必要と考える。（第５回勉強会）
  
Ⅳ－２
 
役割分担について
 
○
 
産廃のみでなく一廃でも焼却灰の捨て場がない。産業界ばかりでなく市民一人ひとりの問題という認識で取り組まれるべき。（第２回勉強会）
 
○
 
産廃行政は県若しくは広域、あるいは国レベルで対応するようにすべき。（第４回勉強会）
  
Ⅳ－３
 
責任追及について
 
○
 
排出事業者の責任が初めて問われており、徹底してやることが岐阜モデルにつながる。
(
第３回勉強①
 
対策手法等の詳細については、対策を実施する段階でさらに詰める必要があること。
 
②
 
廃棄物の掘削・選別作業にあたっては、アスベストの飛散防止など、周辺環境、作業環境の安全確保に努めること。
 
③
 
鉛が土壌含有量基準を超過している箇所も含め、今後恒久的な対策を実施するにあたっては、必要に応じて補足調査を実施したうえで適正に処理すること。
 
④
 
水処理施設を設置する場合、下水道への接続が非常に有効であると考えられることから、具体的に検討すること。



  
会
) 
○
 
排出事業者には精一杯撤去させてもらいたい。また不作為があるなら職員の給与の返還などがあってもいいのではないか。（第６回勉強会）
  
Ⅳ－４
 
今後の対策について
 
○
 
地域外の人が不安を煽るようなことを言うが、調査結果次第では
20
年くらいかけて処理してもらえば良いと思う。
(
第２回勉強会
) 
○
 
安全性を確保し財政的な負担を抑える一部残置が現実的な選択肢でないか。
(
第６回勉強会
) 
○
 
実行可能で合理的な案をとるべき。
(
第６回勉強会
) 
○
 
地元としては全量撤去以外のどのような対応にも理解は示せない。
(
第９回部会
) 
○
 
全量撤去の場合、費用が大きすぎて他への影響が出てくるため、市民合意は難しいのではないか。
(
第９回部会
) 
○
 
単に処理運搬するだけでは費用が消えてしまうことになるため、地元に施設を作り処理したら良い。
(
第９回部会、第８回勉強会
) 
○
 
一部撤去第３案を基本として、実質的な全量撤去に向けて検討してもらいたい。（第
12
回部会）
 
○
 
孫、子のことを考えると全量撤去すべきである。（第
12
回部会）
  
Ⅳ－５
 
費用負担について
 
○
 
原因者からの徴収は当然として、行政・議会・企業・市民の良識ある判断による負担を考えてはどうか。
(
第２回勉強会
) 
○
 
産廃問題は国政上の問題であり、岐阜市が全部背負い込むようなことは絶対すべきでない。
(
第４回勉強会
) 
○
 
費用の相当部分は税金で賄わざるを得ないと思うが、市民生活がどうなるかが心配。
(
第７回部会
) 
○
 
犯罪の処理に税金を使うことはなかなか納得できない。
(
第７回部会
) 
○
 
森林法を所管する県にも応分の負担を求めていくべき。（第７、８回勉強会）
  
Ⅳ－６
 
再生について
 
○
 
植生の回復はコスト次第。要は最終的にどういうものを要求されるかである。
(
第
9
回部会
) 
○
 
跡地は環境教育的な施設があってもいいと考えていたが、今は緑地以外には考えられない。（第９回部会）
  
Ⅳ－７
 
その他
 
○
 
第３セクターなど、対策費用を地域に還元できるような処理方法を考えてもらいたい。（第
12
回部会）
   
Ⅴ
 
委員会における検討
   
Ⅴ－１
 
検討経過
 



  
（表４
 
概算費用積算）
 
とした。この間、再生ビジョン部会においては勉強会を中心に随時並行して開催しつつ、平成
17
年
12
月
21
日、技術部会からの部会報告書が検討委員会に提出され、これを踏まえて、技術的見地からの検討結果に基づき、今後の対策方針について検討を行った。
(
資料３
)  
Ⅴ－２
 
対策の方向性
 
これまでの調査結果から環境汚染を疑うようなデータが得られていないことから、技術部会からは仮に廃棄物を残置した場合であっても崩落防止対策や水処理施設の設置など必要な対策を施せば、生活環境保全上問題はないと考えられるとの報告が示された。しかし、安全性は担
保されても安心の面から地元の住民感情を考慮すると、これを採ることは難しい。一方、埋め立てられた廃棄物の全てを撤去するのが本来望ましく、地元住民がこれを望むことは十分理解できる。
 
会議では、それぞれの立場から、例え代執行となった場合でもあくまで廃棄物全量を撤去すべきとする意見と、支障を及ぼすおそれのある部分のみの撤去と対策が妥当であるとする両論が出された。
 
行政としてはまず、不法投棄行為者あるいは排出事業者等に対してはこれを強く求め、責任をもって処理させることは当然である。但し、行政による代執行を前提とした場合、行政に求められることは、生活環境への影響を防ぐための客観的データに基づく、安全確保のための必
要な最小限の範囲内での対策の実施であるはずである。これまでの調査結果から見て周辺環境へ大きな影響を与えるおそれのあるようなデータは検出されていないにもかかわらず、莫大な公金の支出による必要以上の対策を施すことにより、市政全般を長期にわたって圧迫し、行政
サービスの低下を招くようなことがあってはならない。
 
検討委員会では、技術部会報告書を踏まえた各案の概算費用積算資料（表４）を総合的に勘案し、廃棄物層全量を掘削し、選別したうえで、将来的に生活環境への影響を及ぼすおそれが全くないとは言えない有機物を全て撤去するという考え方をベースに検討を加えた。（図１、
図２）



                                  
（図１
 
対策案概要）



                                          
（図２
 
断面図）
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Ⅴ－３
 
今後の対策と再発防止に向けて
 
～提
 
言～
   
（１）
 
安全性の確保について
  
詳細調査及び現在も継続して実施されているモニタリング調査の結果から、現時点において生活環境の保全上の支障が生じているとは認められない。一方、法面崩落や内部発熱など、将来、生活環境の保全上の支障が生じるおそれが全くないとは言えないが、残置、一部撤去、全
量撤去のいずれの案を採用しても、必要な対策を施すことにより、環境基準など法律に基づく各種の基準を達成でき、生活環境の安全は確保できると考える。
 
今後対策内容を決定するうえで、技術的見地から留意すべきと思われる事項は以下のとおりである。
 
①
  
対策手法等の詳細については、対策を実施する段階でさらに詰める必要があること。
 
②
  
廃棄物の掘削・選別作業にあたっては、アスベストの飛散防止など、周辺環境、作業環境の安全確保に努めること。
 
③
  
鉛が土壌含有量基準を超過している箇所も含め、今後恒久的な対策を実施するにあたっては、必要に応じて補足調査を実施したうえで適正に処理すること。
 
④
  
水処理施設を設置する場合、下水道への接続が非常に有効であると考えられることから、具体的に検討すること。
 
なお、現地の処理に関しては、安全性の観点から早急に着手してほしいという地域住民の強い要望があったことを付言する。
 
（２）
 
市民協働による不法投棄の再発防止について
  
岐阜市産業廃棄物不法投棄問題対応検証委員会の指摘、提言を真摯に受け止め、市政の体質改善並びに再発防止について、アクションプランの着実な推進など、一層の取り組みが強く望まれる。
 
また、このような事態を再び起こさないためには、行政のみでなく事業者そして市民が、産業廃棄物問題を共通の課題として認識することが重要であり、当委員会として以下の取り組みを求めるものである。
 
①
 
再発防止について
 
１）
 
当事案の今後の監視あるいは廃棄物問題の啓発等を目的とした市民参加による協働組織（市民参加型の委員会）を設置すること。
 
２）
 
循環型社会の構築に努めること。
 
３）
 
不法投棄行為者及び排出事業者等の責任追及を徹底し、事業者等の意識向上を図ること。
 
②
 
役割分担について
 
産業廃棄物が広域的に持ち込まれていることから、補完性の原則に基づき、国、県、市の役割を明確にするための仕組みの構築を国、県へ働きかけること。
 
（３）
 
現地の廃棄物処理方策について
 
技術部会からの報告をもとに処理方策について検討を重ねた。その過程では、「再発防止のためにも土砂・コンクリートがらも含めて全量撤去すべき」とする考え方、「全量撤去を前提に段階的に対策を実施するのが適当である」とする考え方、あるいは、「財政等も考慮し、実
現可能な範囲で最大限必要な対策を施すのが適当である」とする考え方などが示されたが、検討の結果、以下のように提言するものである。
 
①
 
今後の対策について
 
１）
 
不法投棄行為者及び排出事業者等に対し責任に応じて全量撤去を求めること。
 
２）
 



  
合的に勘案し、できるだけ速やかに、まず混合物主体層全量を掘削・選別し、将来的に支障を及ぼすおそれがないとは言えない木くず、紙、布、プラスチック類の撤去を進め、金属類などそれ以外の廃棄物については、選別状況、モニタリング調査結果や地元の意見などを踏まえ
て判断すること。
 
３）
 
今後実施するモニタリング調査等において生活環境保全上の支障が認められた場合は、速やかに周知するとともに、緊急に措置を講じること。
 
４）
 
選別・撤去にあたっては、資源としてのリサイクルの可能性も考慮すること。
 
５）
 
地権者及び地元等の理解を得られれば、現場での廃棄物焼却施設の設置も考えられること。
  
②
 
責任追及について
 
不法投棄行為者及び排出事業者等の責任追及を徹底し、極力事業者による撤去を図ること。
 
③
 
費用負担について
 
１）
 
代執行が見込まれる場合は、事業者、職員等からの拠出による基金の設置などを検討すること。
 
２）
 
引き続き国、県へ財政支援を求めること。
 
３）
 
対策の実施にあたっては、市の施設の活用や最新技術の導入など、費用の低減に極力努めること。
 
④
 
再生について
 
コストを考慮したうえで、植生の導入による緑化が適当であること。
 
（４）
 
その他
 
対策実施にあたっては、地域経済に寄与できるような方策を検討すること。
   
Ⅵ
 
おわりに
  
平成
16
年
5
月の検討委員会設置以来、約２年という期間を費やし調査の実施内容も含めて検討を行ってきた。この間、安全・安心の確保を第一に、できるだけ速やかに対策の方向性をとりまとめることを念頭に、それぞれの立場にたって真摯に検討してきた。
  
これまでのボーリング調査等では、埋立廃棄物から有害廃棄物に該当するものは確認されておらず、また、詳細調査や現在も継続されているモニタリング調査結果からも、環境汚染を疑うようなデータは検出されていないことは、まさに不幸中の幸いである。
 
また、司法当局との連携の結果、排出事業者等による撤去が進められ、今後も継続して実施される見通しであることは、当然とは言いながら、これまでの他事例と比しても大きく異なるところであり、全国的に見ても今後の対応の一つのモデルケースとして評価すべきものであろ
う。
  
一方で、調査結果等に関わらず埋立廃棄物の全てを現地から撤去して欲しいという地元の声が根強いことも事実であり、住民の理解を得るための一層の努力が必要である。
 
今後の対策実施に当たっては、安全はもちろん安心の確立に最大限考慮を払い、まず行為者及び排出事業者等による撤去に全力を傾注し、誠実な履行に努めさせるとともに、情報公開にとどまらず、市民への情報提供に努め、市民理解の一層の増進を図られるよう要望するもので
ある。


